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令和３年度第２２回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和４年２月２８日 

                     担当部・課：総務部危機対策課〔内線４３３２〕 

① 件   名 

 

 石巻市消防団員自動車運転免許取得事業補助金の創設について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  道路交通法の一部改正（平成２９年３月１２日）により、免許の細分化が行われ普通自動車運転

免許（以下「普通免許」という。）で運転できる車両の総重量が３.５トン未満に制限されたほか、

３.５トン以上７.５トン未満の車両の運転については新設された準中型自動車運転免許（以下「準

中型免許」という。）が必要となった。 

当市においても、道路交通法改正により消防団車両を運転することができない団員やＡＴ車の普

及によりＡＴ限定の普通免許を取得している団員が在籍しており、団員数が年々減少するなか将来

的に消防団車両を運転する者の確保が困難となることが予想される。 

また、国においては、助成制度の創設により運転者を確保するよう消防組織法に基づく助言を発

出するとともに、助成に係る特別交付税措置が定められている。 

 

【目的】 

消防団員が有事の際の緊急出動を円滑に行うための環境整備を図るとともに、免許の種別により

消防団活動が制約されないよう、必要な資格取得及び消防団員の確保に向け補助金を交付するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号） 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律（平成２５年法律第１１０号） 

 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第６７号） 
 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第１章 住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち 

  第３節 安心して暮らすための地域防災力などの向上 

   １ 地域防災力の向上を図る 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成３０年 １月  「準中型免許の新設に伴う対応について」発出（消防庁通知） 

平成３１年 ３月  石巻市消防団から市に対し助成要請 

 ４月～ 補助制度の検討開始 

令和 ３年１０月  総合計画実施計画裁定（令和４年度～令和６年度） 

令和 ４年 ２月  市議会第１回定例会に当初予算案を提案 

⑤ 主な内容 

 

 １ 対象者 以下のすべてを満たすもの 

(1)石巻市消防団員 

(2)石巻市消防団長が推薦する者 

(3)補助金の交付を受けた後２年以上団員として活動することを誓約する者 

(4)市税に過去５年間滞納がない者 
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 ２ 補助内容 (1) 運転免許を有していない者が、準中型免許を取得する場合に係る経費の２分の

１（上限１８万円） 

        (2) 普通免許（ＡＴ限定普通免許を含む）を有している者が、準中型免許を取得す

る場合に係る経費の２分の１（上限８万円） 

        (3) 準中型５トン限定免許（準中型５トンＡＴ限定免許を含む）から、限定を解除

する場合に係る経費の２分の１（上限４万円）   

        (4) ＡＴ限定普通免許から、限定解除する場合に係る経費の２分の１（上限３万円） 

  

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

消防団活動において、運転免許による活動制約が解消され、有事の際の緊急出動を円滑に行うこ

とができるほか、若年層の消防団員の確保が見込まれる。 

【市財政への負担】 

 令和４年度当初予算計上額 ７８０千円 

① 運転免許を有しない者が準中型免許を取得した場合  １８０千円 ２件 

② 普通免許を有する者が、準中型免許を取得した場合  ８０千円 ２件 

③ 準中型５トン限定免許所持者が限定解除した場合   ４０千円 ５件 

④ ＡＴ限定普通免許所持者が限定解除した場合     ３０千円 ２件 

【財源措置】 

  消防団員の準中型免許の取得費用に対する公費助成制度に係る特別交付税措置 

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第６７号）により、平

成３０年度以降に市町村が実施する消防団員の準中型免許の取得の助成に対する特別交付税措

置が定められた。 

 ［算定方法］ 

消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費に対する助成に要する経費の額（特定財源

を充てる場合は、特定財源の額を除く額）に０．５を乗じて得た額。 
 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 県内実施自治体 ２自治体 ※類似制度１自治体を含む 

 

自治体名 概   要 

気仙沼市 〇気仙沼市消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付要綱（平成３０年１２月） 

普通免許を所持している消防団員であって、準中型免許取得及び限定解除に

係る費用への補助 

上限額 最大１９万４千円から８万円の範囲で補助 

女川町 〇女川町資格取得支援事業補助金交付要綱（平成２５年３月）※類似制度  

消防団員であるか否かを問わず、町民に対し町の活性化に資する資格取得に

ついて上限１０万円まで補助 
 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和４年３月 石巻市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱制定 

（施行予定年月日：令和４年４月１日） 

⑨ その他 

 普通運転免許（３．５トン未満）で運転可能な消防車両は１３９台（８３％） 

準中型運転免許（３．５トン以上）で運転可能な消防車両は２８台（１７％） 

令和３年度から更新する小型ポンプ付き積載車のシャーシ変更に伴い、今後、車体重量が３．７ト

ン以上となるため、準中型運転免許が必要となる。 

 


